
子育て行動計画策定企業認証マーク

の取得も御検討ください！

今年で９７回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での

安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。各職場での実施をお願いします。

２０２４年７・８月号
Ｎo.１５２

危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全

お問合せ先： 香川県労働局労働基準部健康安全課  0 8 7 - 8 1 1 - 8 9 2 0
     0 8 7 - 8 1 1 - 8 9 4 5

～令和６年度のスローガン～

中小企業の事業承継を支援するため、高松商工会

議所が四国経済産業局より委託を受け設置された

公的な相談窓口です。親族内承継や第三者承継

（M＆A）等のあらゆる御相談に専門家が公平・中

立の立場から、秘密厳守で支援します！

●相談方法●

詳しくはこちら

各種支援の御案内

詳しくはこちら

令和６年度 「全国安全週間」を7月に実施！

実施期間：令和６年7月1日（月）～令和６年7月7日（日）

香川県
高松商工会議所 香川県子育て応援企業

事業承継・引継ぎ支援センター

詳しくはこちら

香川県事業承継・
引継ぎ支援センターHP

従業員に子育て支援を行う企業に対して運転資金

や設備資金などの融資を行う制度です。

※令和6年度から開始

※申込方法等の詳細は、香川県HPで御確認ください。

香川県HP

子育て応援企業支援融資

■URL：

検索

https://www.pref.kagawa.lg.jp/keiei/kinyu/
yuushi/kosodate.html

高松労働基準監督署安全衛生課
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高松市番町一丁目８番１５号 TEL ８３９-２４１１

たかまつ労政だより

支援融資

●対象●
県内に事業所を有し、６か月以上引き続いて同一事業を営む中小企
業者又は組合であって、次の要件のいずれかに該当するもの
（１）香川県から、子育て行動計画策定企業認証マークを取得した

もの
（２）国から、プラチナくるみん認定・くるみん認定・トライくるみん認定

のいずれかの認定を受けたもの

香川県事業承継・引継ぎ支援センター
（高松商工会議所会館１階）

TEL：087-802-3033
（平日9:00～17:00）

●お問合せ先●

従業員の子育て支援に取り組む企業の事業に必要な

設備・運転資金

※子育て支援以外の使途にも御利用いただけます

●使途●

■URL： https://www.pref.kagawa.lg.jp/rosei/fukushi/
rodofukushi/mark-koufu.html#kosodatemark

合わせて！

お悩みありませんか…?

詳しくはこちら

・個別相談会（要予約）
日時：令和６年８月２１日（水）・２２日（木）

午前１０時～ ・ 午後１時～ ・ 午後３時～
場所：高松商工会議所

・随時相談
香川県事業承継・引継ぎ支援センターへ御連絡ください。

家族や従業員に事業
を引き継がせたい…

後継者がいない。いい人が
いれば事業を譲りたい…

このようなことで悩んだら… ぜひ御相談ください！

※ 御相談には
事前予約が必要です。

8,000万円以内（運転資金は5,000万円以内）

●融資限度額●

香川県HP



【お問い合わせ先】

がん検診と一緒に受けましょう！ 対象の方は、風しん抗体検査も一緒に

ご自身の健康状態を確かめるため、年に一度は検(健)診を受けましょう。
胃がん集団検診はインターネットでも予約ができます。詳しくは、受診券に同封しているちらしをご覧ください。

不妊治療と仕事の両立に関する相談は、香川労働局雇用環境・均等室へ
中小企業事業主に対する助成金の支給（※）、事業主向けセミナー、制度導入マニュアルなどの配付を行
っています。 (※)「働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース）」、「両立支援等助成金
（不妊治療両立支援コース）」…不妊治療に利用できる休暇制度等を導入した場合等に事業主を助成します。

☛ 詳細は、厚生労働省ホームページ( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html)をご覧ください

対象者には、受診券(票)
をお送りしています。

自分のため、周りの人のため

今年も受けよう！検診と健診

種 別 対象者（Ｒ6.4.1現在） 内 容 実施期間
※各医療機関等の休診日は除きます

医
療
機
関
等
で
受
け
る
検
診

大 腸 が ん 検 診 40歳以上の方
問診
免疫便潜血検査2日法

令和６年
７月１日（月）

▼
１０月３１日（木）

前 立 腺 が ん 検 診 50歳以上の男性
問診
血液検査

胃 が ん 個 別 検 診 50～69歳で偶数年齢の方
問診、胃部エックス線検査又は内視
鏡検査のどちらかを選択

乳 が ん 個 別 検 診
40歳以上で偶数年齢の女性
前年度の対象者で未受診の女性

問診
マンモグラフィ（乳房エックス線撮
影）

令和６年
７月１日（月）

▼
令和７年

２月２８日（金）子宮頸がん個別検診
20歳以上で偶数年齢の女性
前年度の対象者で未受診の女性

問診、視診
子宮頸部の細胞診・内診

集

団

検

診

胃 が ん 集 団 検 診

40歳以上の方
問診票の確認
胃部エックス線デジタル撮影検査
（バリウムを飲む検査）

令和６年
７月９日（火）

▼
令和７年

２月９日（日）

結核・肺がん集団検診
胸部エックス線デジタル撮影検査
必要な方は喀たん検査
※65歳以上の方は結核健診も兼ねます。

令和６年
７月１日（月）

▼
１２月５日（木）

※要予約（インターネット又は電
話）詳しくは受診券に同封のちらし
をご覧ください。

胃がん集団検診、結核・肺が 
  ん集団検診受診券は医療機関 
  では使用できませんのでご注 
  意ください。

対 象：高松市に住民登録のある、令和6年4月1日現在

で20・30・40・50・60・65・70歳の方

 健診場所：高松市内の歯科医療機関

 実施期間：令和6年7月1日（月）～令和7年2月28日（金）

 内 容：問診及び診察、口腔保健指導

 費 用：本人負担金 無料       

①成人歯科健康診査

対 象：40歳以上75歳未満の高松市国民健康保険加入者

及び後期高齢者医療制度加入者

 健診場所：高松市内実施医療機関及び

綾川町・三木町内の一部実施医療機関

 実施期間：令和6年7月1日（月）～10月31日（木）

※各医療機関の休診日は除きます。

 内 容：問診、血液検査、尿検査、心電図検査等

 費 用：本人負担金 無料       

③特定健康診査・後期高齢者医療健康診査

対 象：高松市特定健康診査の結果、メタボリックシン

ドロームのリスクがある方

                    ※血圧、血糖、脂質関連で服薬中の方は対象になりません。

内 容：医師、管理栄養士などの専門家が、生活習慣の

改善をサポートします。

 費 用：本人負担金 無料       

高血圧、高血糖
脂質異常、喫煙歴

内臓脂肪型肥満
腹囲またはBMIより判定 ＋

②特定保健指導 対象の方は案内状が届きます

国保・高齢者医療課

保健事業係 087-839-2371

長寿医療係 087-839-2315

②特定保健指導
③特定健康診査

③後期高齢者
医療健康診査

がん検診及び①

健康づくり推進課

087-839-2363

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html
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